
　腐蛆病は家畜伝染病であり、蜜蜂の病気の中で最も大きな被害をもたらしますので、蜜蜂を飼育してい
る者は、毎年受検しなければなりません。
　また、花粉交配用に蜜蜂を導入する者は、必ず腐蛆病検査受検済の蜜蜂を導入してください。

 ⼀般廃棄物として処分をする場合は、各市町村に確認の上で処理を⾏ってください。

花粉交配⽤にのみ蜜蜂を飼育する場合、届出は不要となります。

■花粉交配で使⽤した蜜蜂の処分⽅法について

※花粉交配⽤：数週間〜数ヵ⽉間の必要な期間、⼀時的に飼育すること。

⽯狩振興局産業振興部農務課⽣産振興係 TEL 011-204-5847  FAX 011-232-1157

⽯狩家畜保健衛⽣所 TEL 011-851-4779  FAX 011-851-4780

■腐蛆(ふそ)病の検査について

相談窓⼝

※焼却処分をする場合は、蜜蜂を殺処分してから、焼却を⾏ってください。

■通年飼育（蜜蜂⼜は蜂蜜の譲渡・販売）若しくは花粉交配の期間を超えて飼育する場合

　花粉交配用に使用した蜜蜂は、そのまま放置すると蜜蜂の病気の原因となりますので、養蜂業者へ返却
するか焼却等の処分をしてください。

※蜜蜂の飼育を始めた場合は、設置場所を管轄する市町村、家畜保健衛⽣所へ連絡してください。
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腐蛆病検査 腐蛆病検査

② 蜜蜂転飼許可申請書の提出

○ 蜜蜂を移動する場合は、移動の2ヵ⽉前（*道内で移動する場合は1ヵ⽉
前）までに、設置予定場所を管轄する総合振興局・振興局を通じて、道に
「転飼許可申請書」を提出し、許可を受けてください。

② 腐蛆病検査の受検

○ 例年8⽉〜9⽉に家畜保健衛⽣所による腐蛆病検査が⾏われますので、
必ず受検してください。

① 蜜蜂飼育の連絡

○ 蜜蜂の飼育を始めた場合は、蜜蜂設置場所を管轄する市町村、家畜保
健衛⽣所にすみやかに連絡し、腐蛆病検査に係る指⽰を受けてください。

① 飼育届出書の提出

○ 事前調整会議で飼育の了承を経た上で、1⽉31⽇までに設置予定場所を
管轄する市町村、総合振興局・振興局を通じ、道に「飼育届出書」を提出
してください。

② 調整会議での配置調整

○ 地区養蜂組合が主催する「事前調整」において、飼育を希望するに⾄っ
た経緯や⽬的、近隣の蜜蜂飼育状況を勘案した配置等に係る協議をしてくだ
さい。

※調整会議・事前調整会議は、例年８〜９⽉頃に⾏われます。
 ⽇程は、道畜産振興課のウェブサイトでお知らせするとともに、総合
振興局・振興局及び、市町村へも通知しています。

① 蜜蜂の飼育場所の確認

○ 近隣に蜜蜂が飼育されていないか、あらかじめ飼育場所を管轄する市
町村、総合振興局・振興局に連絡し、確認してください。

※半径3kmの範囲内に蜜蜂が飼育されている場合、地区養蜂組合と調
整が必要となり、場合によっては場所の検討や減群が必要となることが
あります。

② 蜜蜂を飼う場所の⼟地地番等の確認

○ 配置調整の際に必要となるので、蜜蜂の配置予定場所の住所地番等を、
⼟地所有者や市町村等で正確に確認してください。

※飼育予定場所が⾃⼰所有地でない場合は、⼟地所有者とよく相談し
た上で、⼟地の使⽤について承諾を得てください。

蜜蜂を飼育するための手続き
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    事前の準備

① 「蜜蜂飼育に関する調書」の提出

○ 地区養蜂組合が主催する調整会議で配置調整に諮るため、「蜜蜂飼育に
関する調書」を作成の上、7⽉31⽇までに設置予定場所を管轄する市町村、
総合振興局・振興局を通じ、地区養蜂組合へ提出してください。

    養蜂振興法等関係法令に基づく書類の提出     腐蛆病検査の受検

    蜜蜂の配置調整

＜⼿続きのスケジュール例＞


